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特別寄稿 

パーソナルデータは財として扱えるか 

―経済的価値はあるかという問いからの考察 

高口 鉄平1（静岡大学） 

要 旨 

本稿では「パーソナルデータに経済的価値があるか」という問いを考察することを通じ

て、パーソナルデータを財として扱うことの課題を整理した。 

パーソナルデータは、それが最終的には経済上の利益につながるという点では、経済的

価値を認めることはできるが、その価値がどの程度であるかという算定の方法等について

は明確ではない。また、個人はパーソナルデータ提供の対価を正しく評価できない可能性

があり、対価への意識からパーソナルデータの利活用が進まなくなる可能性がある。さら

に、パーソナルデータを、経済的価値を有する財として捉えることと個人情報保護法の趣

旨には相違がある。 

現在、パーソナルデータの利活用を目指して情報銀行等の仕組みが展開されている。こ

のような仕組みが有益なものとなるためには、個人や事業者のパーソナルデータの価値に

対する認識を支える政策が求められる。 

また、パーソナルデータには公共財的性質や外部性があり、これらの性質を踏まえて、

どのようなメカニズムによって利活用を促進するのかを検討する必要がある。 
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１．はじめに 

「パーソナルデータはインターネットにおける新しい石油だ」という World Economic 

Forum（2011）の表現が、さまざまな場面で用いられている。この表現からは、パーソナル

データには多様な用途があり、何かとても「価値がある」ような印象を受ける。 

実際、個人のインターネットの利用を考えると、スマートフォンで自身の現在地をもとに

したマップでの経路案内を利用できたり、ショッピングサイトで過去の購買履歴をもとに

したおすすめ商品の案内を受けられたりするなど、自身のパーソナルデータによって便利

なサービスが享受できていることを実感できる。 

インターネット上でサービスを提供している企業に目を向けても、GAFA と呼ばれる巨

大なプラットフォーム事業者はもちろん、その他多くの企業が私たちのパーソナルデータ

を収集し、それを付加価値につなげている。さらに、企業によってパーソナルデータの利活

用の仕方が多様である点は、石油に通じるものがある。 

本稿は「データエコノミーの将来 ～期待と課題～」というテーマを受けてのものである

が、このテーマの趣旨においても、データがきわめて重要な価値を有することとなっている
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点が示されている。このことからも、パーソナルデータには「価値がある」ように感じられ

るし、その価値は「経済的」なもののように見える。 

しかし、実は「パーソナルデータに経済的価値があるのか」ということについては議論が

あり、必ずしも自明ではない。データエコノミーの将来を検討するうえで、ステークホルダ

ーのあいだでパーソナルデータにおける経済的価値の有無について認識が共有されなけれ

ば、データエコノミーに対する期待や課題も共有されない。また、データエコノミーを支え

る政策の評価も定まらないだろう。 

さらに、仮にパーソナルデータに経済的価値があるとしても、それをどのように扱うかに

ついては検討が必要である。通常の財として自由に市場で取引されることを通じた利用も

考えられるし、公共財のように公的機関が介入することも考えられる。そもそも、経済的価

値があったとしても、それが必ずしもパーソナルデータを財としてみなさなければならな

いことを意味しない。 

そこで、本稿では「パーソナルデータに経済的価値があるか」という問いを改めて考察す

ることからはじめる。そのうえで、パーソナルデータを財として扱うことの課題を、現状の

制度等を踏まえながら整理する。本稿の考察、整理は、必ずしもデータエコノミーの将来に

対して具体的な方策を示すものではない。しかし、データエコノミーについて地に足のつい

た議論を進めるための基礎的な材料を提示することを試みたい。 

 

２．経済的価値はあるかという問い 

2019 年 8 月、公正取引委員会から「「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供

する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対す

る意見募集について」というパブリックコメントが示された。これは、GAFA をはじめとす

るデジタル・プラットフォーム事業者と消費者との取引における優越的地位の濫用規制の

考え方を明確化するという目的のために公正取引委員会が考え方を整理しようとしたもの

である。この考え方自体は独占禁止法に関するものであり、本稿の考察対象そのものではな

い。 

しかしながら、この考え方のなかに、「パーソナルデータに経済的価値があるか」という

ことを考えるうえで有益な材料とできる部分が含まれている。また、この考え方に対しては、

複数の団体、個人から意見が出され、その意見のなかにもパーソナルデータの経済的価値に

ついて考えるうえで重要な示唆が含まれているものがある。そこで、本節ではこのパブリッ

クコメントをもとに考察をおこなう。 

 

２．１．公正取引委員会が示した考え方 

ここで、公正取引委員会が示した考え方（公正取引委員会（2019b））のなかで、本稿の考

察に関連する部分について示しておきたい。 

なお、公正取引委員会（2019b）では、「個人情報等」という用語が用いられている。これ

は、個人情報保護法で規定された「個人情報」に加え、ウェブサイトの閲覧情報や携帯端末

の位置情報等、一般にそれ単体では個人識別性を有しないものの他の情報と容易に照合す

ることができ、それにより特定の個人を識別することができる場合があるような「個人情報

以外の個人に関する情報」を含むものとして定義されている。本稿ではここまでパーソナル
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データの定義をおこなっていなかったが、この公正取引委員会（2019b）の「個人情報等」

と同様のものとして定義することとする。 

公正取引委員会（2019b）において本稿で考察する部分は、第 2 節の『「取引の相手方（取

引する相手方）」の考え方』である。この節では、デジタル・プラットフォーム事業者に対

する消費者の位置づけを示している。公正取引委員会（2019b）では、独占禁止法第 2 条第

9 項第 5 号における「取引の相手方」、「取引する相手方」には消費者も含まれるとしたうえ

で、 

 

また、個人情報等は、消費者の属性、行動等、当該消費者個人と関係する全ての情報

を含み、デジタル・プラットフォーム事業者の事業活動に利用されており、経済的価値

を有する。 

消費者が、デジタル・プラットフォーム事業者が提供するサービスを利用する際に、

その対価として自己の個人情報等を提供していると認められる場合は当然、消費者は

デジタル・プラットフォーム事業者の「取引の相手方（取引する相手方）に該当する。

（公正取引委員会 2019b、p.4） 

 

と示している。ここで、公正取引委員会（2019b）は、個人情報等には経済的価値がある

ことを明示するとともに、消費者とプラットフォーム事業者が個人情報等の取引関係にあ

るとしている。この考え方に従えば、本稿で考察している「パーソナルデータに経済的価値

があるのか」という問いに対しては「ある」という結論で終わることになる。 

しかし、公正取引委員会（2019b）の当該部分に対しては、パブリックコメントを通じて

いくつかの意見が示された2。パブリックコメント後に公正取引委員会から示された意見の

概要と公正取引委員会としての意見に対する考え方（公正取引委員会（2019a））では、提

出された意見について概要のみが示されており、また、意見に対する公正取引委員会の回答

（考え方）も簡潔なものとなっているが3、当該部分に関して提出された意見については、

その全文を公開している団体もあり、これを検討することでパーソナルデータの経済的価

値に関する論点を見出すことができる可能性がある。 

そこで、次項以降、当該部分について提出した意見の全文を公開していることが確認され

た、いくつかの団体の意見を検討する。なお、本稿はあくまでもパーソナルデータの経済的

価値に関する考察をおこなうものであり、以降のそれぞれの団体の意見における、独占禁止

法全体に関する部分や、デジタル・プラットフォーム事業者への規制等についての部分は考

察の対象としないことを付記しておく。 

 

２．２．日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会の意見 

はじめに、日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会から示された意見（日本経済団
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案の段階から大きな変更はない。当該部分で変更があったのは、デジタル・プラットフォー

マーという表現をデジタル・プラットフォーム事業者に変更した点、また、消費者の定義を

注で明示した点のみである。 
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体連合会経済法規委員会競争法部会（2019）、以下、本文では「経団連部会」という）につ

いて検討したい。経団連部会からの意見は、本稿の考察対象以外の部分も含め多くが示され

ているが、本稿の考察に関連する部分への意見として、つぎのような指摘がある。 

 

しかし、個人情報が経済的価値を有するとの合理的根拠は見当たらないと考えられる

ところ、仮に合理的根拠があると判断するのであれば、その客観的なエビデンスが示さ

れるべきである。それが示されないまま、法改正も経ずに、ガイドラインの策定が行わ

れれば、法的安定性ならびに事業者の予測可能性を害する。 

１）そこで、「経済的価値」を有すると判断した根拠について、客観的に検証可能な

形で示すべきであり、また、仮にその「経済的価値」が算定可能なものであるという前

提であれば、その算定方法を客観的に検証可能な形で示す必要がある。 

２）もし、これらを示すことができないのであれば、この部分の記載は削除すべきで

ある。 

３）そもそも、個人情報の経済的価値を算定して課徴金を課すことができるのか疑問

である。（日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会 2019、p.6） 

 

経団連部会は、個人情報が経済的価値を有する合理的根拠は見当たらないと指摘してい

る。たしかに、公正取引委員会（2019b）は個人情報等がデジタル・プラットフォーム事業

者の事業活動に利用されていることから経済的価値を有するとのみ示しているため、その

根拠が必ずしも詳細に示されてはいない。 

この点、個別のサービス単位で考えれば、経済的価値を有していることは理解できるので

はないか。例えば、ショッピングサイトにおけるおすすめ商品の提示は、過去の閲覧履歴や

購買履歴をもとに生成される。事業者がおすすめ商品を提示する理由は、それによって消費

者の購買を促し、売上に貢献するからである。また、デジタル・プラットフォーム事業者の

サービスに限らないが、例えば位置情報アプリは、位置情報を利用することで販売できる

（あるいは広告収入を得られる）アプリケーションとして成立する。このような個別サービ

ス単位等での理解がどの程度合理的な根拠となりえるかについては議論の余地があるが、

一定の根拠としてはみなせるのではないか。 

ただし、経済的価値について算定可能であれば検証可能な形で示す必要があるという指

摘はきわめて重要である。個別サービス単位で個人情報の経済的価値を定性的に把握して

も、その経済的価値がどの程度かということはあきらかではない。公正取引委員会（2019a）

では、経済的価値の算定方法いかんにかかわらず個人情報等は経済的価値を有するとする

旨の考え方が示されており、算定方法自体については触れられていない。 

 

２．３．新経済連盟の意見 

つぎに、新経済連盟から示された意見（新経済連盟（2019））について検討したい。新経

済連盟からの意見も多くの論点を含むが、そのうち本稿に関わるものとして、つぎの指摘を

取り上げる。 

 

…事業者が消費者にサービスを提供するに当たって不可避的に必要とする情報（例



パーソナルデータは財として扱えるか 
―経済的価値はあるかという問いからの考察 

 

Ⅰ－51 
 

えば、消費者に商品を配送するに当たっての氏名、住所、年齢別にコンテンツを出し分

けて提供するに当たっての年齢等）や、サービスの利用に当たって自動的に発生する情

報（例えば、消費者のウェブサイト閲覧履歴等）を事業者が取得（自動的にサーバに蓄

積される場合も含む）する場合は、少なくともその本来的な用途に利用されている限り

消費者が一方的に便益を受けているだけであって、そもそも消費者が「取引の対価」と

してこれら情報を提供していると考えるのは相当に無理がある。また、他の用途に用い

る場合であっても、これに該当するか否か不明確であり、具体的に何がこのような場合

に該当するかが不明であり不適切である。（新経済連盟 2019、3 ページ目） 

 

個人情報等は分析に有用となる程度に多数存在し、かつそれが的確に分析されるこ

とにより、はじめて経済的価値を有するものになると考えられる。必ずしも個々の個人

情報等自体にとたに経済的価値があるとは言えないと考えられる。仮に、事業者が収益

を得るために個人情報等が必要となる場合には当該個人情報等に経済的価値があると

する考え方に立つのであれば、およそ個人情報等を取得する事業者はすべて提案の対

象としなければならないことになり、結局何を問題にしているのか不明であり不適切

である。（新経済連盟 2019、3 ページ目） 

 

新経済連盟の上記の意見について、前段では消費者が取引の対価として個人情報等を提

供するという考え方に反対の意見が示されている。そして、反対の根拠として、個人情報の

本来的用途の下では消費者が一方的に便益を受けているだけである点を指摘している。こ

れは、事業者側は消費者から個人情報を本来的用途にのみ利用している場合は何らの利益

を得ていないという主張とも解釈することができる。 

しかしながら、事業者側も消費者の個人情報等から一定の利益を得ることはありうるの

ではないか。例えば、先にも例に挙げたショッピングサイトのおすすめ商品の提示は、消費

者の購入履歴や閲覧履歴という情報があって初めて成立するサービス要素である。これは

もちろん消費者の便益につながるが、同時に、事業者のサービス生産、また、そのサービス

を通じた売上への貢献にもつながるだろう。ここで、本来的用途がどういった用途を指すか

は議論の余地があるだろうが、このようなサービスの利用規約では、個人情報をサービス向

上のために利用する旨が示されている場合も多いと思われ、これを本来的用途と捉えれば、

事業者が個人情報等から利益を得ているとみることもできるのではないか。 

一方で、仮に事業者が消費者の個人情報等から一定の利益を得ていたとしても、消費者が

それを正確に認識しているかという点は別の問題であり、別途検討する必要があるだろう。

消費者が正確に認識していないとすれば、たとえ対価として個人情報を提供するという意

識があっても、その対価を正当に評価できない可能性がある。この意味で、新経済連盟の取

引の対価という捉え方に無理があるという指摘は検証すべき重要な点である。 

また、後段の意見にも重要な示唆が含まれている。それは、個人情報等が経済的価値を有

するためには、事業者による分析等の過程が必要であるという点である。つまり、個人情報

等が経済的価値を有する場合、その価値のすべてが提供した個人に由来するわけではない

という点である。これは、消費者が提供する個人情報等は中間投入であり、そこに（事業者

側の）資本と労働が組み合わされ、最終的な「経済的価値を有する個人情報」が生産される
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という、生産関数のようなモデルとも捉えられる。ただし、このように考えても、中間投入

に経済的価値が無いとはやはりいえない。 

 

２．４．情報法制研究所個人情報保護法研究タスクフォース 

さいごに、情報法制研究所個人情報保護法研究タスクフォースから示された意見（情報法

制研究所個人情報保護法研究タスクフォース（2019）、以下、本文では「情報法制研究所 TF」

という）について検討したい。情報法制研究所 TF からの意見も本稿の考察対象以外の部分

も含め多くが示されているが、本稿に関わる部分として、つぎの指摘を挙げる。 

 

個人情報保護法が個人情報を保護する理由は、個人情報に経済的価値があることを

前提としておらず…「個人の人格尊重の理念の下に」（同法第 3 条）「個人の権利利益を

保護することを目的」（同法第 1 条）としたものである。考え方案のこれらの記載は、

個人情報が法により保護される理由が「経済的価値」にあるとの誤解を増長させるもの

であり、国民に個人情報保護法の目的を見失わせ、同法の運用をさらなる混乱に陥らせ

る危険がある。（情報法制研究所個人情報保護法研究タスクフォース 2019、2 ページ目） 

 

もし、消費者が自身の個人情報の提供を「対価」として捉えるようになれば、個人情

報の利活用が阻害されることにもなる…ので、個人情報の利活用を促進すべきとする

経済産業省その他の政府の方針にも矛盾する自滅的な考え方である。個人情報がデジ

タル・プラットフォーマーにおいて「経済上の利益」となることは事実であるが、個人

情報に経済的価値を見出すのはデジタル・プラットフォーマー側の都合によるものに

すぎない…（情報法制研究所個人情報保護法研究タスクフォース 2019、3 ページ目） 

 

情報法制研究所 TF の前段の意見では、個人情報保護法の位置づけとの関連を指摘してい

る。この指摘は、個人情報に経済的価値があるか否かを直接指摘するものではなく、経済的

価値が個人情報の保護の理由になる（という認識が広がる）ことの問題を指摘するものと理

解できる。これは、実際に個人情報に経済的価値が見出される場合には、いっそう重要な問

題となる。この指摘を踏まえれば、個人情報保護法が個人情報を保護する理由について、い

っそう周知、理解されることが求められる。 

後段の意見では、個人情報の提供が対価と位置付けられると個人情報の利活用が進まな

いという指摘がなされている。情報法制研究所個人情報保護法研究タスクフォース（2019）

では個別事例を示しながら、対価という認識が、本来目的によらず自由に利用できる「統計

データ」としてのビッグデータにまで対価を求めることを懸念している。 

 

２．５．問いから得られた示唆 

本節では、公正取引委員会（2019b）をめぐる意見を検討することで、「パーソナルデー

タに経済的価値があるか」という問いについて検討した。検討を通じて得られた示唆は、お

およそつぎのようにまとめられる。 

 （経済的価値）パーソナルデータは、それが最終的には経済上の利益につながるとい

う点では、経済的価値を認めることはできる。 
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 （パーソナルデータの価値算定）ただし、その価値がどの程度であるかという算定の

方法等については明確ではない。 

 （パーソナルデータによる価値の配分）パーソナルデータが経済的価値を生じるた

めには、パーソナルデータを事業者が収集、分析等をおこなう必要があり、パーソナ

ルデータそれ自体は中間投入のようなものに過ぎない。 

 （対価への意識）個人がパーソナルデータの提供に対価を意識することに関しては、

個人の事業者に対する理解の不完全性から対価として正しく評価できない可能性が

あり、また、対価への意識からパーソナルデータの利活用が進まなくなる可能性があ

る。 

 （個人情報保護法の前提）個人情報保護法が個人情報を保護する理由について、経済

的価値が前提となっていないことに留意する必要がある。 

 

３．財として扱うことの課題 

前節で検討したとおり、パーソナルデータには一定の経済的価値を認めることができ、実

際に公正取引委員会（2019b）も経済的価値を有するという考え方はパブリックコメント後

も変えていない。さらに、公正取引委員会（2019b）では、取引の対価という考え方を示し

ており、これはパーソナルデータが財として扱われているとも解釈できる。一方で、前節で

はパーソナルデータの経済的価値に関連したいくつかの論点も提示した。 

そこで、本節では、パーソナルデータの財として扱ううえでの課題について、前節の論点

を中心に現在の取り組みや研究動向を示しながら考察する。 

 

３．１．パーソナルデータの価値算定 

前節では、パーソナルデータの価値の算定方法について明確ではないという指摘を論点

としてまとめた。事業者からみた場合、パーソナルデータは先に中間投入と表現したように、

サービスを構成する一要素であるが、通常の中間投入と異なり、市場で調達するわけではな

く個人から（個人情報であれば同意を取得して）収集するため、そのコストが明確ではない。

同時に、最終的にサービスが生み出す付加価値のどの程度がパーソナルデータに由来する

かについても、データの種類、量等に依存することもあり、必ずしも明確ではない。 

筆者も構成員として参加した総務省の AI 経済検討会データ専門分科会では、パーソナル

データに限らず事業者が保有するデータ全般が対象ではあるが、データの価値測定手法に

ついて検討するとともに実証分析を試み、2020 年 6 月に AI 経済検討会で報告がなされた。 

分科会では、先行研究を踏まえながら、コストベースのアプローチ、マーケットベースの

アプローチ、インパクトベースのアプローチの 3 つのアプローチから価値の測定を検討し、

実行可能性等の観点から、事業者アンケートを用いた生産関数による分析（インパクトベー

スのアプローチの一つ）をおこなった。生産関数による分析では、データの容量、件数と付

加価値に一定の関係が認められ、データが事業者の生産活動に正の影響を与えていること

が示唆された。 

一方で、生産関数の推計であることから、マクロあるいは産業レベルでの価値測定であり

個別企業の価値測定ではないこと、容量や件数などのデータの捉え方について今後も検討

が期待されることなどの課題も示された。 
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この取り組みは、事業者からみたパーソナルデータの価値算定に重要な知見を与えてい

るが、種類やデータサイズが多様なパーソナルデータを精確に算定するためには引き続き

検討が必要である。分科会で検討された Brynjolfsson and McElheran (2016)や Müller, Fay 

and Brocke (2018)といった先行研究も、それぞれデータ資産の有無、データの活用状況の

影響を見たものであり、必ずしもデータの質、量、また、多様性を考慮できているものでは

ない。パーソナルデータの利活用の在り方がどのようなものになるとしても、価値算定の方

法は検討を進めていかなければならない重要な課題である。 

 

３．２．パーソナルデータによる価値の配分 

前節で示した新経済連盟（2019）の指摘にあるように、パーソナルデータが経済的価値

を生じさせるのは、個人から事業者に提供されたパーソナルデータが、事業者によって蓄積、

分析等されるからである。したがって、パーソナルデータによる価値は、個人（中間投入と

してのパーソナルデータの提供）と事業者（資本と労働による生産）でバランスされること

が望ましい4。 

ここで、個人がどのようなかたちでどのようにその配分を受けるかという点が問題とな

る。新経済連盟（2019）の指摘を踏まえれば、事業者から提供されるサービスから得られる

便益に、パーソナルデータから生み出された価値のうち個人に配分される部分が含まれて

いると考えることもできる。 

その場合、それが妥当な配分なのか、また、それを個人が認識できているかということが

問題となる。事業者側でさえパーソナルデータから生み出される価値の算定が困難である

なか、現実的にはサービスを通じた配分の妥当性を検討することは容易ではないが、公正取

引委員会（2019b）からもわかるとおり、プラットフォーム事業者の交渉力によって個人へ

の配分が妨げられることは避けなければならない。 

一方で、パーソナルデータが単体で財として取引される市場を形成し、市場メカニズムを

利用した配分を目指すことも考えられる。現在政府が検討し、また、すでに展開されている、

情報銀行やデータ取引市場は、まさに、このような方向を目指しているものといえるだろう

5。情報銀行やデータ取引市場について検討している官民データ活用推進基本計画実行委員

会データ流通・活用ワーキンググループも、個人が便益を実感できないことに対する不満や

不公平感を課題として指摘している（官民データ活用推進基本計画実行委員会データ流通・

活用ワーキンググループ 2019） 

ただし、このような市場メカニズムを利用する場合、前項で示した事業者の価値算定の困

難性や、次項で示す個人のコスト計算の困難性は、市場における情報の不完全性を生じさせ

る課題となる。現在の政府のこのような取り組みが成功するか否かについては、この情報の

不完全性を解消できるかが一つのポイントとなる。 

 

                                                  
4 このような捉え方に基づくと、ここでのパーソナルデータの価値は、パーソナルデータに

よる収益という位置づけになる。 
5 データ取引市場は純粋な市場を目指すものであることに対して、情報銀行は自身のパーソ

ナルデータを預託し運用してもらうという、純粋な市場機能ではないが、明示化された便益

を享受するという点で市場の機能を利用する発想に近いといえる。 
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３．３．対価への意識 

３．３．１．事業者に対する理解 

対価への意識に関する論点の一つとして、個人の事業者に対する理解の不完全性から対

価として正しく評価できない可能性を挙げた。ここで、事業者に対する理解というのは、ひ

とつは事業者が自身のパーソナルデータからどの程度の価値を生み出しているかというこ

とに対する理解であり、これはすでに示したとおり事業者の価値算定の困難性のため、まし

てや個人がそれを理解するのは難しいのが現状であろう。 

また、もう一つの事業者に対する理解として、事業者がどのように自身のパーソナルデー

タを扱うか、という意味もある。公正取引委員会（2019b）の取引という考え方に基づけば、

個人はパーソナルデータの供給者となるが、パーソナルデータの個人としての生産コスト

というのは基本的に存在しない6。消費者からみると、パーソナルデータの供給におけるコ

ストは、事業者が漏えいするリスクや、どのように使われるか不安だというプライバシーに

由来するコストとなる7。 

個人のプライバシーに関する懸念については、必ずしも合理的に判断できないことが

Economics of Privacy の分野で指摘されており、プライバシーに関する懸念はさまざまな

要因に左右されることが示されている8。さらに、個人はプライバシーへの不安を示しなが

らも実際にはその不安に応じた行動を取っていないという「プライバシー・パラドックス」

の存在も指摘されている（Norberg et al. 2007）。 

このように、事業者に対する理解という点からは、対価を正当に評価するうえで課題が多

く、前項で示した市場メカニズムの利用においてはこれらの課題を解決するための政策的

対応が求められる。 

 

３．３．２．利活用への影響 

情報法制研究所個人情報保護法研究タスクフォース（2019）では、個人の対価への意識

がパーソナルデータの利活用を阻害する懸念を示している。具体例として、JR 東日本が

Suica の乗降履歴を日立製作所に本人の同意なく販売した事案を示し、この事案では個人情

報保護法第 23 条の違反が問題であったにもかかわらず、個人から、利益追求に自身の情報

を使われることへの抵抗や対価の要求が示されたことを指摘している9。たしかに、法的に

問題ないパーソナルデータの利用について、それが事業者の利益につながっていることへ

の抵抗やそれに伴う対価の要求が過度になると、結果として対価への意識がパーソナルデ

ータの利活用の阻害要因となる。 
                                                  
6 パーソナルデータの利活用のための、蓄積、データベース化等おこなうためのシステムに

はコストが生じるが、このコストは新経済連盟（2019）の指摘にあるとおり、事業者側が負

担しているため、個人のコストとは考えにくい。 
7 プライバシーに関するコストの観点から経済財としてのパーソナルデータを考察したも

のとして高口（2018）がある。 
8 Economics of Privacy の代表的サーベイとして、Acquisti et al.（2016）がある。また、

高崎（2018）でも検討がなされている。 
9 情報法制研究所個人情報保護法研究タスクフォース（2019）は、この事案について、JR
東日本が日立製作所へ乗降履歴の分析を委託し、分析結果としての統計データを JR 東日本

が自ら販売すれば法的に問題が無かったことを指摘している。 
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一方で、官民データ活用推進基本計画実行委員会データ流通・活用ワーキンググループ

（2019）は個人が便益を実感できていないことを課題としており、情報銀行やデータ取引

市場はパーソナルデータからの便益を明確することを一つのねらいとしている。ここでの

便益は必ずしも金銭的なものに限らないが、対価性が明確になるということに変わりはな

い。このような施策を実施することの背景には、個人がパーソナルデータ提供の便益を対価

のように明確に認識できる方がパーソナルデータの利活用に資するという想定があるよう

に思われる。 

また、2019 年に株式会社 Plasma が社会実験と称し実施した私生活データを収集して金

銭を支給する Exograph という取り組みを実施した。これは、20 万円という支給額10で 1 か

月の私生活の動画を収集するというものであり、動画は匿名化処理をしたうえで消費者行

動データとして企業に提供した時の経済的価値の推定・調査のためのヒアリングなどに利

用されるというものであった。この取り組み自体は賛否があったようであり、また、1 か月

の私生活の動画という個人情報が 20万円の経済的価値を生じさせるものなのか否かはわか

らない。しかし、この取り組みには 2 週間で 1,000 名を超える応募があった。応募者が、20

万円という対価を意識して応募したことは間違いないだろう。 

このように、対価への意識が利活用に与える影響については、阻害するとする見方と、促

進させるという見方があるように思われる。また、個人情報の内容や、利用目的によって、

対価への意識が影響する方向が異なる場合もあると考えられる。これらについての実証的

な分析はまだ十分ではない。個人の意識は国によっても異なると考えられ、海外の研究を踏

まえつつ、日本においても検証が進められなければならない。 

 

３．４．個人情報保護法の前提 

情報法制研究所個人情報保護法研究タスクフォース（2019）は、個人情報保護法が個人

情報を保護する理由が経済的価値を前提としていない点を指摘している。仮に個人情報11が

事業者にとって利益を生み出すものであっても、現行の法制度との不整合があるのであれ

ば、解消されなければならない。 

この法学的論点に対しては、筆者は方策を示す知見を持ち合わせていないため今後の関

連研究を待ちたいが、ここでは石井（2012）による個人情報の財産権としての可能性に関

する研究を示しておく。本節のように、パーソナルデータを財として捉えるのであれば、財

産権とすることは整合的だと思われる。 

石井（2012）はアメリカでの議論を時系列で整理し検討したうえで、プライバシー権は

自然権概念と結びつけ理解することが妥当だと結論づけている12。一方で、財産権について

の議論は重要であるともしており、今後の研究動向を注視する必要がある。 

                                                  
10 当初は、生活保護費用と同額としていたが、参加者募集途中で変更があった。 
11 ここでは個人情報保護法を取り上げているため、パーソナルデータではなく個人情報と

して検討する。 
12 なお石井（2012）は財産権についての検討において、本稿での考察対象に限らず、個人

情報を財として捉えた場合の課題を幅広く整理している。これらの課題については経済学

的検証が求められるとしており、本稿ではその一部の考察しかおこなえていないが、その他

の課題についても現在の技術水準等を踏まえ検証をおこなうことが求められる。 
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４．公共的な利用についての検討 

ここまで、パーソナルデータの経済的価値という側面から財としての課題について、財の

評価（価値算定、価値の配分、対価への意識等）を中心に考察してきた。一方、パーソナル

データを財として捉えた場合、個人や事業者の評価という面の他、財そのものの特質という

点についても検討する必要がある。そこで、パーソナルデータの財としての特質から、公共

的な利用についても検討してみたい。 

 

４．１．公共財の性質 

パーソナルデータは情報財の一種である。早くから情報を財として捉え経済理論の構築

を試みた野口（1974）は、情報財は非排除性および非競合性を有する公共財と同様の性質

を持つ場合があることを指摘している。また、高口（2015）は、野口（1974）の情報財の

整理をパーソナルデータに適用し検討し、本来的にはパーソナルデータも非競合性および

非排除性を有しているとしている。 

公共財の市場での自由な取引は経済学的に望ましくないことが知られている。Varian

（2018）は、本稿冒頭で示した例示を踏まえ、（パーソナルデータに限った指摘ではないが）

データと石油の重要な違いはデータが非競合的であるとし、データに対する対価に否定的

な見解を示している。 

したがって、市場メカニズムを利用したパーソナルデータの利活用の促進においては、前

節で示した個人や事業者の意識等への対応に加え、財としてのパーソナルデータ自体への

何らかの対応が必要となる。野口（1974）は、非競合性および非排除性を有する情報であっ

ても、知的財産権のような法的保護を設定することで、情報の所有者以外の利用をコントロ

ールすることができるため、情報の売買が可能となることを指摘している13。ただし同時に、

このような法的保護は本来的に限界費用がゼロで利用できる情報を制度によって利用させ

ないことにするため、利用の効率性を阻害するものであり、それでも法的保護をおこなうこ

とが正当化されるのは、情報の生産者の生産に対するインセンティブを確保するためであ

ることを指摘している。 

パーソナルデータに目を向ければ、それは知的財産権で保護される対象ではないが14、そ

の代わり、個人情報に限れば個人情報保護法が他者の利用をコントロールする機能を提供

しており、この点で市場での取引が可能とみなせるかもしれない。しかし、ここまでみてき

たように、個人情報保護法が個人情報を保護する理由は財産権とはまったく異なる。したが

って、市場メカニズムを活用することを目指すのであれば、公共財としての性質に対応する

ための法的な対応について議論する必要があるだろう。 

なお、石井（2012）では過去の研究の整理するなかで、個人情報は生産の結果存在するの

ではなく、そもそもすでに存在するものであり、生産に対するインセンティブを確保するた

                                                  
13 なお、野口（1974）は、ある情報が許可なく利用された際に、その利用の事実をゼロの

コストで確認できること（確認可能性）が、法的保護が可能となる前提であることを示して

いる。 
14 前節で示したように、経済的価値を有するパーソナルデータは、個人が提供する情報を

事業者が蓄積、分析等おこなった結果としてのデータであることから、その所有者を位置付

けることも自明ではない。 



総務省 学術雑誌『情報通信政策研究』 第４巻第１号 
Journal of Information and Communications Policy Vol.4 No.1 

Ⅰ－58 
 

めの知的財産制度と個人情報保護の制度は異なるという点を示している。この点について

は、現在のパーソナルデータの利活用技術を踏まえれば、そもそもは存在しないパーソナル

データが「生産されている」ケースも考えられ、これまでとは状況が変化しているかもしれ

ない。 

 

４．２．外部性 

パーソナルデータは、多様なデータが収集されることで分析できることが広がる。また、

同じデータでもその量が増加することで分析の精度が向上することがある。この意味で、財

としてのパーソナルデータには外部性が存在する。外部性が存在するとすれば、市場メカニ

ズムを通じた個人からのパーソナルデータの供給は最適な水準とならない。 

パーソナルデータの外部性について考えさせられる直近の端的な事例は、新型コロナウ

イルス接触確認アプリ（COCOA)であろう。COCOA は個人情報を収集せず、Bluetooth を

利用してスマートフォン同士の接近、接触を検知するアプリとされており、加えて、アプリ

の利用に関してはオプトインであり強制的なものではなく、プライバシーに配慮されたも

のとなっている。 

一方で、COCOA は接触確認のためのアプリであり、その確認可能性はアプリがインスト

ールされているスマートフォンの数、また地理的分布に依存する。ある程度の割合で

COCOA がインストールされている地域であれば、その地域で新型コロナウイルスの陽性

者が発生した場合に接触可能性がある者を捕捉することができる。しかし、一人しか

COCOA をインストールしていない地域では、COCOA はまったく意味がない。 

外部性を有するパーソナルデータが最適な水準で供給されるためには、外部性を内部化

する制度的対応が求められる。COCOA の事例でみると、個人にとっては、インストールす

ることに対する（正確でない理解だったとしても）プライバシーに対する不安やインストー

ルの手間などのコストと、利用することで得られる接触通知などのメリットが比較され、イ

ンストールの有無が意思決定される。その結果が過少な供給（インストール）であるのであ

れば、COCOA の普及によるメリットの一部を原資として個人に対して何らかのインセン

ティブを与える必要がある。 

 

４．３．個人の自由な意思決定と公共的利用のバランス 

パーソナルデータが公共財的性質を有し、また外部性を有している場合、一定程度強制的

に収集、利用するという利活用の方向性が考えられる。すなわち、個人からの同意、また、

情報銀行やデータ取引市場といった仕組みによらない利活用である。 

このような方向性に関連する議論も出てきている。例えば、世界経済フォーラム第四次産

業革命日本センターは Authorized Public Purpose Access（APPA）というモデルを提唱し

ている。 

 

APPA とは、医学医療の発展や公衆衛生の向上等の、合意がなされた特定の公的な目

的のためであれば、必ずしも明示的な個人同意によることなく個人の人権を別の形で

保障し、データへのアクセスを許可することで目的とする価値を実現するモデルであ

る。（世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター 2020、p.9） 
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必ずしも個人の自由な意思決定のみに基づかず利活用を進めることで、外部性を享受す

ることができる可能性がある。また、市場メカニズムの利用における公共財の課題を考慮す

る必要もなくなるかもしれない。 

しかし、一定の強制力をもってパーソナルデータを収集、利用する場合、その利用主体の

合理性も検証されなければならない。どのようなパーソナルデータをどの程度収集すると

外部性を含めどの程度のメリットになるのかについて、利用主体は正確に把握しておく必

要がある。個人の自由な意思決定が最適なパーソナルデータの供給を実現しないことは、公

的な主体が強制的にパーソナルデータを収集することが望ましいということと同義ではな

い。 

さらに、このような方向性を政策的に検討するのであれば、情報銀行やデータ取引市場等

に関する政策との関係を整理する必要がある。一方で個人の便益を強調し市場メカニズム

を活用する政策を打ち出しつつ、もう一方で個人の同意によらない公共利用を進めること

は、場合よっては不整合な政策体系となってしまう。どのようなパーソナルデータの利活用

で市場メカニズムを利用するか、あるいは同意によらない方向性を検討するか、パーソナル

データを一括りにしない議論も必要となる。このとき、利用目的だけではなく、それぞれの

パーソナルデータの財としての性質も考慮することが重要である。 

 

５．おわりに 

本稿では「パーソナルデータに経済的価値があるか」という問いを改めて考察することを

通じて、パーソナルデータを財として扱うことの課題を整理した。パーソナルデータを財と

して扱うことで市場メカニズムを利用した利活用が期待できるが、課題も多い。個人も事業

者もパーソナルデータの価値に対して精確に認識することは容易ではなく、この点につい

ては政策的な対応が必要となるだろう。また、公共財的性質や外部性を有するパーソナルデ

ータについて、そもそもどのようなメカニズムによって利活用を進めるのかについても検

討されなければならない。 

本稿は論点、課題の提示に止まっており、何ら具体的な解決策を提示できなかった。しか

し、本稿の考察が今後の政策議論の一材料となることを期待したい。 
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